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特  集
蔡英文政権の成立と
台湾政治の今後

　

馬
英
九
政
権
時
代
、
日
台
は
中
台
よ

り
も
多
く
の
協
定
を
締
結
し
た
。
そ
の

な
か
に
は
投
資
協
定
や
租
税
協
定
の
ほ

か
、
馬
英
九
政
権
の
強
硬
策
と
中
台
連

携
の
可
能
性
を
絶
つ
べ
く
締
結
さ
れ
た

日
台
漁
業
協
定
も
あ
る
。
馬
英
九
前
総

統
の
対
日
歴
史
批
判
は
親
日
的
な
台
湾

世
論
の
共
感
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
漁
業
権
と
絡
め
た
領
土
主
張

は
功
を
奏
し
、
親
日
路
線
を
掲
げ
る
蔡

英
文
政
権
の
足
か
せ
に
も
な
っ
て
い
る
。

●
「
領
土
問
題
」
と
馬
英
九
政
権

の
強
硬
な
対
日
姿
勢

　

馬
英
九
前
総
統
は
二
〇
〇
八
年
総
統

選
挙
戦
中
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）
に

訪
日
し
、「
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
主
張

を
理
由
に
、
私
を
反
日
と
み
な
す
べ
き

で
な
い
。
こ
れ
は
見
解
の
違
い
に
過
ぎ

な
い
。
私
は
﹃
知
日
派
﹄
を
目
指
す
」

と
述
べ
た
。
し
か
し
、
国
民
党
主
席
選

挙
を
控
え
た
二
〇
〇
五
年
六
月
、
台
北

市
長
だ
っ
た
馬
英
九
は
日
本
の
台
湾
漁

船
拿
捕
に
対
し
て
「
軍
艦
に
よ
る
漁
船

の
護
衛
を
拡
充
し
、
一
戦
を
辞
さ
な
い

姿
勢
で
交
渉
を
迫
る
べ
き
」
と
発
言
し

て
い
た
。
国
民
党
に
は
同
様
の
主
張
を

す
る
政
治
家
が
多
く
、
党
主
席
を
争
っ

た
党
内
本
土
派
の
王
金
平
立
法
院
長
も

軍
艦
に
乗
船
し
た
。

　

陳
水
扁
総
統
（
当
時
）
は
海
岸
巡
防

署
（
沿
岸
警
備
隊
）
に
尖
閣
諸
島
沖
の

日
本
側
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）

に
入
ら
な
い
よ
う
指
示
し
、
交
渉
で
解

決
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
た
。
ま
た
、
そ

の
対
応
を
手
ぬ
る
い
と
批
判
し
た
馬
英

九
ら
国
民
党
に
は
「（
台
湾
へ
の
武
力

行
使
に
触
れ
た
）
中
国
の
反
国
家
分
裂

法
に
も
同
じ
姿
勢
を
示
さ
な
い
の
か
」

と
述
べ
、
そ
の
二
重
規
範
を
批
判
し
た
。

　

馬
英
九
総
統
の
就
任
後
、
台
湾
の
対

日
姿
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
政
権
発

足
直
後
の
二
〇
〇
八
年
六
月
、
台
湾
の

遊
覧
漁
船
が
尖
閣
諸
島
沖
の
日
本
領
海

を
侵
犯
し
、
逃
走
の
た
め
蛇
行
中
に
日

本
の
巡
視
船
と
衝
突
し
て
沈
没
し
た
。

後
任
が
未
定
の
た
め
、
陳
水
扁
政
権
の

任
命
し
た
許
世
楷
駐
日
代
表
が
交
渉
に

あ
た
り
、
日
本
か
ら
「
遺
憾
の
意
」
表

明
を
引
き
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
国
民

党
所
属
の
立
法
委
員
や
地
方
首
長
は
事

件
を
「
領
土
問
題
」
と
見
做
し
、
許
世

楷
代
表
に
も
非
難
の
矛
先
を
向
け
、
馬

英
九
政
権
も
同
調
し
た
。
外
交
部
は

「﹃
遺
憾
﹄
は
謝
罪
で
な
い
」
と
許
世
楷

代
表
の
交
渉
成
果
を
否
定
し
、
交
流
協

会
（
日
本
側
窓
口
機
関
）
の
池
田
台
北

事
務
所
長
が
欧
鴻
錬
外
交
部
長
を
、
船

町
同
副
所
長
が
船
長
宅
を
訪
問
し
て
陳

謝
す
る
ま
で
、
対
日
非
難
を
続
け
た
。

　

四
年
後
の
二
〇
一
二
年
九
月
に
は
日

本
政
府
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
所
有
権
購

入
を
め
ぐ
り
、
中
国
公
船
の
領
海
侵
犯

が
深
刻
化
し
た
。
台
湾
の
巡
視
船
も
抗

議
活
動
を
行
う
台
湾
漁
船
を
護
衛
し
、

日
本
領
海
を
侵
犯
し
た
う
え
、
日
本
の

竹
内 

孝
之

親
日一辺
倒
で
は
な
い
台
湾
の
内
実

巡
視
船
と
の
放
水
合
戦
ま
で
行
っ
た
。

領
土
問
題
で
の
中
台
連
携
を
否
定
し
た

馬
英
九
総
統
の
方
針
に
沿
い
、
台
湾
の

巡
視
船
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
中
国
の

公
船
に
も
「
中
華
民
国
領
海
か
ら
退
去

す
る
よ
う
」
求
め
た
。
し
か
し
、
日
本

は
中
台
に
対
す
る
二
正
面
作
戦
を
強
い

ら
れ
、
事
態
を
収
拾
す
る
た
め
に
台
湾

と
漁
業
協
定
を
締
結
し
て
、
尖
閣
諸
島

沖
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
漁
業
権
を
与
え
た
。

　

退
任
間
近
の
二
〇
一
六
年
四
月
に
は
、

台
湾
か
ら
遠
く
離
れ
た
沖
ノ
鳥
島
沖
Ｅ

Ｅ
Ｚ
で
違
法
操
業
し
た
台
湾
漁
船
が
日

本
側
に
拿
捕
さ
れ
た
。
こ
れ
に
反
発
し

た
馬
英
九
総
統
は
沖
ノ
鳥
島
を
「
島
で

な
く
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
で
き
な
い
岩
礁

で
あ
る
」
と
言
い
出
し
、
日
本
に
「
台

湾
漁
船
の
操
業
を
妨
害
し
な
い
よ
う
」

求
め
た
。
ま
た
行
政
院
も「
沖
ノ
鳥
礁
」

に
呼
称
を
統
一
し
た
。
な
お
、
以
前
よ

り
台
湾
で
は
同
様
の
見
解
が
広
く
み
ら

れ
た
。
し
か
し
、
馬
英
九
総
統
は
二
〇

一
六
年
一
月
太
平
島
訪
問
の
直
後
に

「
同
島
を
岩
礁
と
す
る
」
と
す
る
フ
ィ

リ
ピ
ン
へ
の
反
論
の
な
か
で
、
日
本
語

の
発
音
と
と
も
に
「
沖
ノ
鳥
島
」
と
呼

ん
で
い
た
。

●
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
含
め
た
潜
在
的

な
三
角
関
係

　

た
だ
し
、馬
英
九
政
権
は
日
本
に「
一
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戦
を
辞
さ
な
い
」
姿
勢
を
貫
い
た
と
も

い
え
な
い
。
二
〇
一
六
年
の
沖
ノ
鳥
島

沖
で
の
台
湾
漁
船
拿
捕
の
際
は
海
軍
の

康
定
級
フ
リ
ゲ
ー
ト
（
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ

ト
級
派
生
型
）
を
出
航
さ
せ
た
が
、
海

岸
巡
防
署
の
巡
視
船
と
は
違
い
、
Ｅ
Ｅ

Ｚ
の
外
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
民
進
党
の
陳
水
扁
政
権
も
軍

艦
の
哨
戒
に
漁
船
の
護
衛
任
務
を
加
え

た
ほ
か
、
王
金
平
立
法
院
長
ら
国
民
党

の
政
治
家
の
乗
船
を
許
可
し
た
。
蔡
英

文
政
権
も
台
湾
の
支
配
す
る
太
平
島
を

「
島
で
は
な
い
」
と
し
た
常
設
仲
裁
裁

判
所
の
判
決
に
反
発
し
、
や
は
り
康
定

級
フ
リ
ゲ
ー
ト
を
同
島
へ
出
航
さ
せ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
台
湾
で
は
日
本
と
違
い
、

安
易
に
軍
事
力
を
誇
示
す
る
傾
向
が
強

い
が
、
日
本
に
は
自
制
も
し
た
。
し
か

し
、
馬
英
九
政
権
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
違

う
顔
を
み
せ
、
同
国
を
支
援
す
る
日
本

に
も
警
戒
感
を
持
ち
は
じ
め
た
。

　

二
〇
一
三
年
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
漁
業

監
視
船
が
同
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
違
法
操
業
し

た
台
湾
漁
船
に
銃
撃
し
、
同
船
長
が
死

亡
し
た
。
馬
英
九
総
統
は
当
初
こ
そ
平

和
的
解
決
に
言
及
し
た
が
、
国
民
党
な

ど
の
反
発
を
受
け
て
、
康
定
級
フ
リ
ゲ

ー
ト
、
基
隆
（
キ
ッ
ド
）
級
巡
洋
艦
、

哨
戒
機
の
護
衛
と
称
し
て
戦
闘
機
ま
で

同
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
展
開
さ
せ
た
。
有
効
な

海
、
空
軍
力
を
持
た
な
い
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
台
湾
に
屈
し
、
謝
罪
と
賠
償
の
ほ
か
、

漁
業
協
定
の
交
渉
を
約
束
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
は
二
〇

一
五
年
六
月
に
双
方
が
主
張
す
る
Ｅ
Ｅ

Ｚ
の
重
な
る
海
域
で
巡
視
船
が
に
ら
み

合
っ
た
ほ
か
、
同
国
が
南
シ
ナ
海
を
巡

っ
て
中
国
を
訴
え
た
仲
裁
裁
判
の
審
理

の
本
格
化（
二
〇
一
五
年
）や
判
決（
二

〇
一
六
年
七
月
）
も
あ
り
、
摩
擦
が
絶

え
な
い
。

　

そ
し
て
、
台
湾
に
は
巡
視
船
を
供
与

す
る
約
束
や
仲
裁
判
決
の
受
け
入
れ
呼

び
か
け
な
ど
、
日
本
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を

支
援
し
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
こ

れ
が
二
〇
一
六
年
四
月
の
沖
ノ
鳥
島
を

巡
る
馬
英
九
政
権
の
態
度
変
更
を
促
し

た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
台

関
係
は
近
年
複
雑
さ
を
増
し
て
い
る
。

●
対
日
批
判
が
難
し
い
歴
史
問
題
、

容
易
な
「
領
土
問
題
」

　

馬
英
九
前
総
統
は
歴
史
問
題
で
も
日

本
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
国
民
党

主
席
就
任
後
、
政
権
掌
握
ま
で
、
中
国

の
辛
亥
革
命
や
国
民
党
と
日
本
統
治
時

代
の
台
湾
人
に
よ
る
抵
抗
運
動
を
結
び

つ
け
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
を
取
り
上
げ

る
な
ど
本
省
人
の
共
感
を
狙
う
形
で
対

日
批
判
を
試
み
た
。
こ
れ
に
は
、
民
進

党
へ
の
支
持
と
国
民
党
へ
の
批
判
に
つ

な
が
る
反
中
感
情
を
中
和
す
る
狙
い
も

あ
る
。

　

し
か
し
、
日
本
の
統
治
に
抗
議
し
た

台
湾
人
に
は
戦
後
の
国
民
党
政
権
に
粛

清
さ
れ
た
者
も
多
い
。
ま
た
、
大
中
華

史
観
に
基
づ
く
批
判
に
陥
れ
ば
、
日
本

統
治
時
代
を
台
湾
史
の
一
部
と
考
え
る

本
省
人
の
反
感
を
招
く
。
二
〇
一
四
年

の
台
北
市
長
選
挙
で
は
、
郝
柏
村
元
行

政
院
長
（
当
時
の
現
職
市
長
の
父
親
）

と
連
戦
元
副
総
統（
後
継
候
補
の
父
親
）

が
「
教
師
と
し
て
日
本
の
統
治
に
協
力

し
た
」
と
柯
文
哲
候
補
（
現
市
長
）
の

父
親
を
非
難
し
、
国
民
党
の
連
勝
文
候

補
の
敗
因
の
ひ
と
つ
を
作
っ
た
。

　

一
方
、
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
領
有
権

主
張
は
漁
業
権
と
絡
み
、
宜
蘭
県
と
新

北
市
の
沿
岸
部
で
の
支
持
獲
得
、
そ
し

て
「
台
湾
の
利
益
を
守
る
」
と
世
論
一

般
に
訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
民
進
党
や
ひ
ま
わ
り
学
生
運

動
の
関
係
者
に
よ
る
新
党「
時
代
力
量
」

に
も
日
本
に
よ
る
漁
船
拿
捕
を
非
難
し
、

漁
業
権
獲
得
を
主
張
す
る
声
が
少
な
く

な
い
。

●
蔡
英
文
政
権
と
日
台
関
係
の
展

望
　

尖
閣
諸
島
を
巡
っ
て
は
漁
業
協
定
締

結
後
も
操
業
ル
ー
ル
を
巡
る
日
台
の
対

立
が
あ
る
。
ま
た
、
蔡
英
文
政
権
は
沖

ノ
鳥
島
の
扱
い
を
「
国
連
の
判
断
に
委

ね
る
」
と
表
明
し
た
が
、
国
民
党
だ
け

で
な
く
、
民
進
党
内
や
時
代
力
量
か
ら

も
蔡
英
文
政
権
の
対
日
譲
歩
へ
の
批
判

が
出
た
。
国
連
の
大
陸
棚
限
界
委
員
会

は
沖
ノ
鳥
島
を
事
実
上
「
島
」
と
み
な

し
、
そ
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
超
え
る
大
陸
棚
の

一
部
開
発
権
を
日
本
に
認
め
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
蔡
英
文
政
権
は
日
本
と
の

「
海
洋
事
務
協
力
対
話
」
も
打
ち
出
し

た
が
、
開
催
は
当
初
予
定
の
七
月
よ
り

遅
れ
て
い
る
。

　

民
進
党
や
シ
ン
パ
の
学
者
に
は
、
沖

ノ
鳥
島
沖
に
日
本
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
が
あ
る
こ

と
で
、
中
国
に
よ
る
海
洋
調
査
と
潜
水

艦
の
航
行
を
抑
止
す
る
た
め
、
台
湾
の

安
全
保
障
に
も
か
か
わ
る
と
の
指
摘
も

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
日
本
は
沖
縄
で
米

軍
基
地
用
地
を
提
供
す
る
ほ
か
、
自
衛

隊
の
存
在
も
台
湾
の
安
全
保
障
に
寄
与

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
対
す
る

台
湾
各
党
派
の
認
識
の
薄
さ
が
、
蔡
英

文
政
権
の
対
日
政
策
の
足
か
せ
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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